
 

 

 

 

 

 

田篭地区自治協議会 

『地域計画』  
 

 

 

 

 

 
 

 

田篭「平川家住宅」 

 

 

地域計画とは 

自分たちで地域の将来像や課題を考え、その課題の解決方法や将来像を実現する方法な

どをまとめたものです。 

地域計画は、うきは市「自治組織条例施行規則 (地域計画の策定)第 11条」に「各自治

協議会は、地域ごとの地理的な特性、自然、産業、歴史及び文化等の地域資源を活用し、

地域の課題を解決するための理念、基本方針及び地域の将来像をとりまとめた地域計画を

策定するものとする。」と規定されています。 
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うきは市 地区自治協議会における「地域計画」の策定 

地区自治協議会が発足して２年、地域づくりを主体的に担う組織として徐々に定着してきま

した。 
さらに「市民が主役」の協働のまちづくりを推進する次のステップとして、施策や具体的事

業を盛り込んだ概ね５年～１０年を期間とする「地域計画」を地域住民自身の手で作成しまし

た。この計画に基づき平成２８年度から事業を実施していきます。 
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Ⅰ. 地域計画（全体計画）策定の流れ 

１．ワークショップによる地域計画策定 

地区自治協議会における「地域計画」は、地域にかかわるさまざまな立場の人々が参加し

て、地域の課題を明らかにし、課題を解決するための改善計画を策定しました。この共同作

業を総称して「ワークショップ」と呼び住民参加型の活動形態の一つとして位置づけました。 

 

２．ワークショップのプログラム 

  ワークショップは、自治協議会毎に４回計画され、以下の内容でプログラムされました。  

   目的 具体的な内容 

第１回 互いに知り合いまちづくりの

問題を語る 

「レーダーチャート」を作成し地域課題を明ら

かにする。 

第２回 地域課題の重みづけ(優先順位

づけ)を行う 

「課題カード」を作成し、地域課題の重みづけ

や地域の将来像を考える。 

第３回 分野別の活動（事業）と将来像

を作る 

課題を分野別に分類し、分野ごとに活動（事業）

と将来あるべき姿(目標)を考える 

第４回 計画の確認・具体的な事業を考

える 

分野ごとに検討した取り組み内容について、優

先順位や時期を検討し、最終計画に繋げる 
  また、各ワークショップが実施された後は、当該事務局とコミュニティ支援係で協議し、

まとめを行ないました。 

 

３．地区自治協議会地域計画日程 

  うきは市では、自治協議会が設立した２年目、１１地区の自治協議会毎に、まちづくりの

ための「地域計画」策定を行なうこととなりました。 

そこで、１つの自治協議会をモデル地区に指定し、モデル地区の地域計画を先行させる

ことで、他地区の役員さん等が事前に活動内容を把握できるようにしました。 

このことで、各自治協議会において、地域計画策定の内容を理解し、ある程度見通しを

持った活動が出来る事となりました。 

  ※地域計画策定委員は、公募委員・各種団体役員・自治協議会役員等で構成されています。 

協議会 
妹川 新川 田篭 小塩 山春 大石 御幸  

(ﾓﾃﾞﾙ地区) 

千年 吉井 福富 江南 

委員数 20名 11名 15名 21名 27名 39名 22名 27名 16名 15名 24名 

第１回 7/29(水)  

かわせみホール  

8/10 

(月) 

8/24 

(月) 

5/27 

(水) 

8/3 

(月) 

7/17 

(金) 

7/23 

(木) 

7/30 

(木) 

第2回 8/26 

(水) 

8/26 

(水) 

8/31 

(月) 

8/28 

(金) 

9/16 

(水) 

9/25 

(金) 

6/23 

(火) 

9/18 

(金) 

8/20 

(木) 

8/21 

(金) 

9/10 

(木) 

第3回 9/29 

（火) 

9/17 

(木) 

10/1 

(木) 

9/28 

(月) 

10/14 

(水) 

10/21 

(水) 

7/27 

(月) 

10/14 

(水) 

9/24 

(木) 

9/15 

(火) 

10/9 

(金) 

第4回 10/30 

(金) 

10/20 

(火) 

11/12 

(木) 

10/26 

(月) 

11/13 

(金) 

11/25 

(水) 

9/8 

(火) 

11/4 

(水) 

10/20 

(火) 

10/13 

(火) 

11/11 

(水) 
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４．レーダーチャートの活用 

  レーダーチャートとは、グラフの種類の一つで、複数の項目の大きさを同じ尺度で一覧し、

項目間のバランスや全体的な傾向を図形の形状や大小で把握できるものです。 

各項目の軸を図の中心を原点として放射状に伸ばし、それぞれの軸上に各項目の値をプロ

ットします。隣接する項目同士を線分で結んでできた多角形が、対象の各項目の傾向を表し

ています。 

突出して高い項目や低い項目があると対応する角に大きな凹凸ができ、値が全体的に高け

れば多角形の面積が広く、低ければ狭くなります。 

 
【レーダーチャート】（例） 

地区自治協議会毎に、６つの項目を設定し、項目ごとの魅力や問題点を出し合い、５段階で

評価しました。 

 

 
 

５．課題カードの活用 

  レーダーチャートにおける各項目の「魅力や問題点」から、地域課題を整理して「課題カ

ード」を作成しました。 
 

【地域計画課題カード】（例） 

 番号毎の太字は、その課題項目の強調すべき事項です。 

 

0
1
2
3
4
5
コミュニティ 

歴史文化 

子ども 

高齢者 

防災・防犯 

生活環境 

○魅力 
・古文書が残っている 
・多くの史跡がある 
●問題点 
・歴史・文化の伝承ができていない 
・伝統行事の衰退 
・子どもが興味を示さない 

○魅力 
・団地は子どもも多く活動できている 
・団地内が子どもの遊び場所となって 
 いる 
●問題点 
・子ども会活動ができていない 
・子どもが集まらない（塾等） 
・子ども同士のつながりがない 

○魅力 

・地域で高齢者とのコミュニケーションが 

 できている 

・高齢者に対する地域の支えがある 

●問題点 

・高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦が多い 

○魅力 
・防犯灯が設置されている 
・事件が少ない 
●問題点 
・防犯カメラが未設置である 
・地域で外灯のない場所がある 

○魅力 
・駅に近く交通の便がよい 
・買い物に便利 
・花が良く咲いている 
●問題点 
・公園が少ない 
・子どもを遊ばせる場所が 
 ない 

○魅力 
・地域の結びつきが強い 
●問題点 
・地域における人々の結びつきが薄い 
・顔を合わせる機会が少ない 
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あなたが、課題だと思う項目に☑チェックをしてください。 

□（１）行政区ごとに自主防災組織を作り、組織をしっかりすべきだ 

□（２）Ｕターンの人や移住者を温かく迎える取り組みをすべきだ 

□（３）子ども会活動を活性化して、子ども同士が繋がりを持つべきだ 

□（４）地域の愛着が生まれるような清掃・花壇づくりを行うべきだ 

□（５）小さい買い物などできない高齢者が増えたので商店などを設けるべきだ 

□（６）森のみどり保全、耕作放棄地の整備など自然を守るべきだ 

□（７）子育てがしやすい環境づくりをつくるべきだ 

□（８）夜の安全のため街灯の設置、パトロールをすべきだ 

□（９）地域の活性化を図るため必要な人材育成をすべきだ 

□（10）子どもが非行に走らないため、あいさつ運動を行うべきだ 

□（11）高齢化が進んでいくため、高齢者の集まる場所をつくるべきだ 

□（12）静かな環境を守るため、コンビニ周辺など深夜の騒音をなくすべきだ 

□（13）地域の活性化を図るため直売所や観光施設をつくるべきだ 

□（14）若者同士が知り合い、交流できる機会をつくるべきだ 

□（15）地域が守ってきた豊富な歴史的資源を活用すべきだ 

□（16）高齢者の一人暮らしが増えてきたので見守りをすべきだ 

□（17）子どもが遊べるような公園を整備すべきだ 

□（18）道路や下水道などのインフラ整備をおこなうべきだ 

□（19）昔から伝承されてきた伝統や行事を受け継いでいくべきだ 

□（20）団地(行政区)内での活発な子どもの活動を続けていくべきだ 

□（21）地域が一体化をするため、イベント等で活性化すべきだ 

□（22）高齢者も含めて多世代が交流できる場(知恵や技術を学ぶ場)をつくるべきだ 

□（23）公共交通が少ないので、みんなが使える交通手段を考えるべきだ 

□（24）空き家の増加に対して、空き家対策をすべきだ 

□（25）高齢者の生きがい(出番)づくりをするべきだ 

□（26）地域の安心・安全を守るため防犯カメラの設置を行うべきだ 

 

６．地域アンケートの実施 

  地域計画策定委員会委員だけでなく、より多くの地域住民の「まちづくり」に関する意見

を聞くために、各地区で上記の地域課題を踏まえた「アンケート」を作成し、地域計画策定

に活用しました。 
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【アンケート結果】（例） 

問２ あなたがお住まいの地域のまちづくりの施策として、重要だと考えることは何ですか？ 

（優先順位が高いものから順に３つ番号に○をつけてください） 

① 高齢者の見守り ② 障害者の自立支援 ③ 子育て支援 

④ 防災対策 ⑤ 防犯対策 ⑥ 交通安全対策 

⑦ 青少年育成支援 ⑧ 健康づくり支援 ⑨ 清掃・美化活動 

⑩ 環境・リサイクル活動 ⑪ 緑化・街並み ⑫ 生活道路の整備・管理 

⑬ 公園の整備・管理 ⑭ 地場産業の育成 ⑮ 文化活動の支援 

⑯ ふれあい活動 ⑰ 生涯学習活動 ⑱ スポーツ活動 

⑲ その他  

 

［結 果］ 

   

（考 察） 
地域のまちづくりの重点施策として、突出しているのは、①高齢者の見守りと、③子育て支援、

次いで、④防災対策、⑤防犯対策となっています。  

このことから、増加する高齢者への配慮と次代を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援

すること、また、安心して生活できる地域として防災・防犯対策も求めていることが分かります。 

 

７．１２の分野区分（分野区分の１１をさらに①～③に分けると１４分野） 

  課題カードをもとに策定委員が取り組むべき重要なものを選定し、それをグルーピングし

１２（１４）の分野区分を設定しました。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他 
スポーツ 
生涯学習 

ふれあい活動 
文化活動 
地場産業 

公園 
生活道路 

緑化・街並み 
環境 

清掃美化 
健康づくり 
青少年育成 

交通安全 
防犯対策 
防災対策 

子育て支援 
障害者 
高齢者 
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【分野区分】（例） 

1 防犯・防災に関すること 9 地域文化の継承および創出に関すること 

2 生涯学習活動に関すること 
10 

コミュニティビジネス等地域経営に関す

ること 3 環境及び景観保全に関すること 

4 人権教育・啓発に関すること 

11 

地域課題の解

決、地域振興及

び住民交流に

関すること 

① 地域振興・コミュニ

ティづくり 5 福祉および健康増進に関すること 

6 
高齢者等の生きがいづくりに関する

こと 

② 地域産業育成 

③ 人口減少・定住促進 

7 青少年の健全育成に関すること 
12 

その他特に必要があると各自治協議会が

認めること 8 男女共同参画に関すること 

 

８．分野別地域計画の策定 

自治協議会のまちづくりを推進するための事業、１２分野毎に「課題カード」や「アンケ

ート」をもとに、現在取りくんでいる活動と新しく必要な活動を洗い出し、今後自治協議会

で推進していく事業を明らかにしました。 

その後、今後自治協議会で推進していく事業を選出し、優先順位と具体的な事業内容を検

討しました。 

 【分野別論議の内容】（例） 

分  野 
（目 標） 

課  題 行政区の活動 校区の活動 新しく必要な活動 

防犯及び防災 
に関すること 
（目標） 

「安全・安心

のまちづく

り」 

○住民の防犯・防災意識を

高めるような取組を行う

べきだ 

○挨拶運動 

○区毎の自主

防災組織 

○防犯灯のＬ 
 ΕＤ化 

○防災訓練   
○防災講習会  

○青パトの巡回 
○シルバー保安

官 
 

○防犯カメラの設

置  

○危険個所マップ  

○声かけあいさ 
 つ運動  
○防犯灯の増設 

○行政区ごとに自主防災組

織を作り、しっかり機能

するようにすべきだ 

○山間部における災害時の

備えを徹底すべきだ 

 

 【新たに必要な活動】（例）  

区分 
自治協議

会活動案 
どこで なにを どうする 

だれが いつ 
(順位) 自治協 団 体 行 政 

新規 
・継続 

防災組織

の設置 

および講

習会 

自治協議

会 
（コミセン） 

防災組織 
設置して研

修・講習する 
◎ 

○ 
区長会 

△ １ 

新規 
・継続 

防犯カメ

ラの設置 
校区内に 防犯カメラ 

設置する 
（陳情する） 

○ 
△ 

区長会 
◎ ２ 

新規 
・継続 

危険個所

マップ 

自治協議

会 
各区の危険 
箇所マップ 

作成する ◎ 
○ 

区長会 
△ ３ 
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Ⅱ. 田篭地区自治協議会 地域計画 

はじめに 

 
 田篭地区自治協議会地域計画は、１つの行政区（５つの班）を対象とした『地域まちづくり計画』

です。この計画は、平成２７年度公募委員・自治協議会役員・地域団体代表等で策定委員会を組織し

て検討した計画です。 
 今後は、田篭地区全体がこのまちづくり計画に基づいて、「自らの地域は自らが創る」を目標にし

て、多くの住民が参画し活動することにより、安全安心で住んで良かったといえるまちにすることを

目指していきます。 
 そのためにも、一人ひとりの住民の皆さまが、この地域計画の趣旨を理解していただき、まちづく

りにご支援とご協力をいただきますようお願いを致します。 
田篭地区自治協議会 

                                   会長 平川 光臣 
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１． 田篭地区の現状と課題 

（１） 地域の現状 

 

【田篭地区の人口・世帯の状況】                平成27年4月1日現在 

行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率 

田篭 62 173 62 35.8% 42 24.3% 9 5.2% 

 

 

（２）地域の課題 

   田篭地区は、隈上川の谷川沿いの集落で成り立ち、日森園には、江戸時代に建てられた重要文

化財に指定されている「クド造り」の平川住宅が存在するなど、歴史と伝統を有する山村です。 

   また、新川地区と共に、2012 年には、「重要伝統的建造物群保存地区」にも選定されており、

日本の原風景ともいえる地域でもあります。 

現在、１つの行政区（５つの班）62世帯173名が生活する自然環境に恵まれた地域ですが、少

子高齢化が進展し、林業を中心とした地域産業も衰退し地元の小学校に通う児童は激減していま

す。

このような中、地域の自然を活かした「やまめの里祭り」や「棚田ｉｎ彼岸花めくり＆ばさら

祭」等イベントに取り組んでいますが、今後さらに、地域の活性化と自然環境を守っていくこと

が求められています。

 

 

２．田篭地区がめざす将来像 

 （１）地区の目標 

全体：景観保全に取り組み、自然豊かな田篭 

○自然環境を守るため、耕作放棄地を減らし、交流人口・定住人口を増やすため、道路整 
備や自然環境を守る田篭 

○暮らしやすさをアップして、自然を生かし生きがいのある田篭 
○景観保全に取組み、自然豊かな田篭 

 

 （２）分野（項目）と将来像 

   田篭地区将来像を達成するための分野（項目）毎の将来像   

№ 分野（項目） 
田篭地区まちづくりの将来像（地域の目標） 

うきは市まちづくりの将来像（総合計画） 

１ 防犯及び防災に関するこ

と 

防災意識の高揚と安心・安全なまちづくり 

・防災意識が広まり住民の安心度が高まっています 

２ 生涯学習活動に関するこ

と 

住民が生きがいを持って生き生きと生活できるまちづくり 

・生涯を通した学習が盛んになっています 

３ 環境及び景観の保全に関

すること 

自然環境を活かしたまちづくり 

・快適な暮らしができています 
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４ 人権教育・啓発に関する

こと 

やさしさでつながるまちづくり 

・全ての人の人権が大切にされています 

５ 福祉及び健康増進に関す

ること 

地域で健康に暮らし続けるまちづくり 

・お互いに支え合う地域ができています 

６ 高齢者等の生きがいづく

りに関すること 

高齢者の生きがい（出番）づくりができるまちづくり 

・高齢者が地域でいきいきと暮らしています 

７ 青少年の健全育成に関す

ること 

未来に希望を持つ子どもの育つまちづくり 

・青少年が健全に成長しています 

８ 男女共同参画社会の推進

に関すること 

男女が支え合ってつくるまちづくり 

・男女が互いに認め合い尊重しています 

９ 地域文化の継承及び創出

に関すること 

伝統や文化を大切にするまちづくり 

・伝統と文化を守られ受け継がれています 

10 コミュニティビジネス等

地域経営に関すること 

豊かな自然環境を活かしたまちづくり 

・地場産業がいきいきとしています 

11 地域課題

解決、地

域振興及

び住民交

流に関す

ること 

①地域振興、コ

ミュニティづく

り 

地域おこしで活気あるまちづくり 

・自治協議会の活動が活発になっています 

②地域産業育成 地域の活性化をめざしたまちづくり 

・新しい産業が活発化しています 
③人口減少、定

住促進 

田篭の魅力発信、住みたいまちづくり 

・誰もがいきいきと安心して暮らしています 
12 その他必要であると自治協議会が認めるもの 

 

３．今後の課題 

以上のように、田篭地区の将来像「景観保全に取り組み、自然豊かな田篭」を実現し、人と自然が

共存し、大人から子どもまで集い・交流し活き活きと生活でき、地区外の人々との交流が図れる安

全で住みよい地区を実現していくための具体的な計画を策定することができました。 

  しかしながら、田篭地区自治協議会は、１つの行政区（５つの班）で構成しており、活動できる

人員は限られ、地域課題解決に向けた取り組みは、地域住民全体で取り組んでいく必要があります。 

そのためには、全住民の理解と協力がなければ推進していくことは困難です。「意志あるところに

道あり」と言います。共に考え、共に行動し、共に地域づくりに努めていくことが大事です。 
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４．地域計画策定委員名簿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 委 員 名 備   考 

１ 平川 光臣 自治協議会会長 

２ 樋口 健次 自治協議会事務局長 

３ 小塩 高文 自治協議会事務局員 

４ 大力 正義 区長 

５ 大鶴 喜八郎 班長 

６ 橋本 誠一 班長 

７ 樋口 利光 班長 

８ 中野 忠士 班長 

９ 大力 英行 分館代表 

10 尾花 光 分館代表 

11 平川 義子 民生委員・児童委員 

12 大鶴 酉亀夫 分館代表 

13 田辺 智之 分館代表 

14 平川 保子 女性部代表 

15 樋口 詠子 女性部代表 
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５．資料 

（１）地域計画課題カード 

平成27年度田篭地区自治協議会地域計画策定委員会 

地域計画課題カード 
あなたが、課題だと思う項目に✓チェックをしてください。 

 
内    容 

□（１）地域の伝統や文化を受け継いでいく取組を行うべきだ 

□（２）資源を活かした地域産業づくりを行うべきだ 

□（３）世代間で交流できるような取組を行うべきだ 

□（４）自家用車以外の交通手段（公共交通機関）の整備をするべきだ 

□（５）豊かな自然環境を活かした名所づくりを行うべきだ 

□（６）観光などによる交流人口を増やすために PRを積極的に行うべきだ 

□（７）あいさつや日常会話などを通して繋がりの希薄化を防ぐべきだ 

□（８）子育てしやすい環境を整え、子育て世代が住みよい環境づくりをするべきだ 

□（９）移住者や転入者を受け入れるための環境づくりをするべきだ 

□（10）地区全体での防災対策を行うべきだ 
□（11）一部の人に負担が偏らないようみんなで地域活動を行う工夫をすべきだ 
□（12）耕作放棄地の整備や有効活用した取組を行うべきだ 

□（13）生涯を通して学び続けることができるような環境づくりをするべきだ 

□（14）自然環境を活かした施設などの整備を行うべきだ 

□（15）地区全体での取組をもっと充実させるべきだ 

□（16）動物から農作物を守るための取組を行うべきだ 

□（17）狭い道路や荒れた道路の整備を行うべきだ 

□（18）高齢者の生きがい（出番）づくりをするべきだ 

□（19）地域活動の担い手づくりのための人材育成を行うべきだ 

□（20）住民の防災意識を高めるような取組を行うべきだ 

□（21）地区内での働く場（仕事）づくりを行うべきだ 

□（22）地域で健康に暮らし続けるため健康増進に向けた取組を行うべきだ 

□（23）農業・農地の維持存続のため後継者の育成に向けた取組を行うべきだ 

□（24）人口増加に向け、独身者に対する出会いの場づくりを行うべきだ 

□（25）ゴミ拾いや除草作業など美しい自然環境を守る取組をもっと行うべきだ 

□（26）一人暮らし高齢者に対する見守りなどの支援を徹底するべきだ 

□（27）コミュニティセンターの活用プランづくりを行うべきだ 

□（28）下水道の整備を行い、住環境を整えるべきだ 

□（29）人口減少・定住促進対策を考えるべきだ 

□（30）まちづくりについて世代を超えて自由に語れる場をつくるべきだ 

□（31）地域の特産物開発などによる財源確保の工夫をするべきだ 
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 （２）地域計画に関するアンケート結果（田篭地区自治協議会） 

                                    
問１ あなたがお住まいの地域のまちづくりの将来像として、重要だと考えることは何ですか？（優

先順位が高いものから順に３つ番号に○をつけてください） 

 

① 安全・安心なまちづくり           

② 子どもたちを育むまちづくり 

③ 健康で共に生きるまちづくり 

④ 住民のふれあいや支え合いのあるまちづくり 

⑤ 環境にやさしい緑豊かで快適なまちづくり 

⑥ 男性も女性も活躍できるまちづくり 

⑦ 生涯にわたって学び続けるまちづくり 

⑧ 人権にやさしいまちづくり 

⑨ 文化やスポーツが盛んなまちづくり 

⑩ 地域の産業が盛んなまちづくり 

⑪ その他  

○働く場所があれば、若い人が外からやってくる。 

 

（考察）地域のまちづくりの将来像 
地域のまちづくりの将来像として、優先順位が高い三つは、①安全・安心なまちづくり、③ 

健康で共に生きるまちづくり、④住民のふれあいや支え合いのあるまちづくりが挙げられ 

る。また、次に多いのが、⑩地域の産業が盛んなまちづくりとなっている。 

  このことから、田篭地区の将来像として、安全・安心、そして健康で住民のふれあいや支え

合いのあるまちづくり、さらに、地域の産業が盛んなことを求めていることが分かる。 

 

 

 問２ あなたがお住まいの地域のまちづくりの重点施策として、重要だと考えることは何ですか？

（優先順位が高いものから順に３つ番号に○をつけてください） 

 

0 5 10 15 20

その他 
地域産業 

文化スポーツ 
人権 

生涯学ぶ 
男性・女性 

環境 
住民のふれあい 

健康 
子どもを育む 
安全・安心 
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① 高齢者の見守り 

② 障害者の自立支援 

③ 子育て支援 

④ 防災対策 

⑤ 防犯対策 

⑥ 交通安全対策 

⑦ 青少年育成支援 

⑧ 健康づくり支援 

⑨ 清掃・美化活動 

⑩ 環境・リサイクル活動 

⑪ 緑化・街並み 

⑫ 生活道路の整備・管理 

⑬ 公園の整備・管理 

⑭ 商店街の活性化 

⑮ 地場産業の育成 

⑯ 文化活動の支援 

⑰ ふれあい活動 

⑱ 生涯学習活動 

⑲ スポーツ活動 

⑳ その他 

⑳ その他 

 ○景観 

 

（考察）地域のまちづくりの重点施策 
地域のまちづくりの重点施策として、突出しているのは、①高齢者の見守りと、④防災対策、

⑫生活道路の整備・管理となっている。次に多いのが、⑮地場産業の育成である。 

 このことから、増加する高齢者への対応と、過去の災害の経験から、安心して生活できる地

域として防災対策、そして、地域活性化のための生活道路の整備・管理や地場産業の育成が、

求められている。 

 

問３ あなたがお住まいの地域の魅力をより高める為にはどんなことに優先的に取り組むべきと考

えますか？（優先順位が高いものから順に３つ番号に○をつけてください） 
 

① コミュニティセンター（自治協議会施設）活用プランづくり 

0 2 4 6 8 10 12 14

その他 
スポーツ 
生涯学習 

ふれあい活動 
文化活動 
地場産業 
商店街 

公園の整備 
生活道路 

緑化・街並み 
環境 

清掃美化 
健康づくり 
青少年育成 

交通安全 
防犯対策 
防災対策 

子育て支援 
障害者 
高齢者 
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② みんなが集り・交流できる場所づくり ③ 野菜などの直売所づくり 

④ 道路・下水道などの住環境基盤の整備 ⑤ 間伐などの山の手入れ、森づくり  

⑥ 耕作放棄地の整備、美しい里山づくり ⑦ 古道など散策道路整備＆イベント実施 

⑧ 小さな魅力スポット発掘＆マップ作成 ⑨ 交通の便がよい環境づくり 

⑩ 文化・体育的イベント実施      ⑪ くつろげる公園や・緑地の整備 

⑫ その他  

○移住を進める。  ○病院とか遠いので、専用のバスみたいなものがほしい。 

 
（考察）地域の魅力をより高める為に優先的に取り組むべきと考えること 

地域の魅力をより高める為に優先的に取り組むべきと考えることとして、突出しているのは、

⑤間伐などの山の手入れ、森づくり、⑥耕作放棄地の整備、美しい里山づくり、②みんなが集

り・交流できる場所づくりである。次いで、①コミュニティセンター（自治協議会施設）活用

プランづくり、④道路・下水道などの住環境基盤の整備が挙げられている。 

このことから、田篭地区の魅力を高めるための取り組みは、高齢化等による間伐などの山の

手入れ、耕作放棄地の整備と地元住民の交流と交通機関の整備が求められていることが分かる。 

 

問４ あなたがお住まいの地域のつながり、一体感をより高めるために何をしたらよいと考えます

か？（優先順位の高いものから順に２つ番号に○をつけてください） 
 

① 若者同士が知り合ったり、交流できる機会をつくる 

② 女性（お嫁さん含む）同士が知り合ったり、交流できる機会をつくる 

③ おじいちゃん、おばあちゃんの知恵・技術を学ぶ場をつくる 

④ ∪ターンの人や、移住者を温かく迎え交流できる場をつくる 

⑤ こどもが学び・遊ぶ場をつくる 

⑥ まちづくりについて世代を超えて自由に語れる場をつくる 

⑦ その他  

 ○地域の皆さんが、顔を合わせる場づくり 

0 2 4 6 8 10 12 14

その他 
公園・緑地 
文化・体育 
環境づくり 
マップ作成 

イベント実施 
間伐など 

耕作放棄地 
住環境整備 

直売所 
集まる場 

コミセン活用 
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（考察）地域のつながり、一体感をより高めるために何をしたらよいと考えるか 

地域のつながり、一体感をより高めるために行なうこととして突出しているのは、④∪ター

ンの人や、移住者を温かく迎え交流できる場をつくる、③おじいちゃん、おばあちゃんの知恵・

技術を学ぶ場をつくる、①若者同士が知り合ったり、交流できる機会をつくるが多い。また、

⑥まちづくりについて世代を超えて自由に語れる場をつくるも多い。 

 このことから、田篭地区の一体感をより高めるための取り組みは、地区内での世代間交流や

地区外からの積極的な受け入れ体制づくりが求められていることが分かる。 

 

問５ あなたのお住まいの地域の今後１０年間のまちづくりにおいて、今真っ先に手を打つべきと考

える施策は何ですか？（優先順位の高いものから順に３つ番号を記載ください） 

 

① 人口減少・定住促進対策          

② 子育てのしやすいまちづくり 

③ 自然・環境整備              

④ 観光・施設活用 

⑤ 交通・道路整備              

⑥ 農林業の担い手づくり 

⑦ 防犯・防災                

⑧ 高齢者の生きがいづくり 

⑨ 雇用の創出・企業誘致           

⑩ 伝統文化の伝承・教育 

⑪ まちづくりをする人材育成         

⑫ 地域が自立するための財源確保 

⑬ その他 

○棚田の荒廃化を防ぐ新規作物導入 

0 2 4 6 8 10 12 14

その他 

まちづくりの場 

学び遊ぶ場 

交流の場 

学ぶ場 

女性交流機会 

若者交流機会 
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（考察）今後１０年間のまちづくりにおいて、今真っ先に手を打つべきと考える施策は何ですか 

今後１０年間のまちづくりにおいて、今真っ先に手を打つべきと考える施策として、突出

しているのは、①人口減少・定住促進対策である。次に多いのが、⑥農林業の担い手づくり、

⑨雇用の創出・企業誘致となっている。併せて⑤交通・道路整備や⑧高齢者の生きがいづく

りも求められている。 

 このことから、田篭地区において、少子高齢化・人口減少の進行を緩めることや、将来を

視野に入れた働く環境の整備に真っ先に手を打つべきだと考えられていることが分かる。 

 

問６  その他ご意見があれば、なんでもご自由にお聞かせください。 

○田篭にあるのは、自然と人の優しさ、それを守り育てていかなければならないと思います。

ありのままに、美しい田篭を意識しながら、皆で支えあって他の地域の人も楽しい地域に

していきたい。 

○地域計画はダメです。地域継承をさせていきたいと言うが、子どもが出て行けば成り立た

ない。一番大事なことは、子ども達を定着させることが必要である。 

ご協力ありがとうございました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

その他 
財源確保 
人材育成 
伝統文化 
企業誘致 

高齢者生きがい 
防犯・防災 
農業担い手 

交通道路整備 
観光・施設活用 

自然・環境 
子育ての場 

定住促進 
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 （３）地域計画まとめ 

   ① 分野別地域計画 

 
分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

１ 防犯及び防災

に関すること 

 

（目標） 

防災意識の高揚

と安心・安全なま

ちづくり 

○地区全体での防災対策を

行うべきだ 

○住民の防災意識を高める

ような取組を行うべきだ 

○防災訓練 

○消防団活動 

○防犯委員のパトロ

ール 

 

○防犯灯設置 

○分館単位の防災対策 

○定期的な防災訓練 

○防災マップの作成 

○災害時の迂回路 

●消防活動（地域防災） 

●防災マップの作成 

●防犯・防災講習会 

 
 
 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

新規・継続 

消防活動（地域防災） 田篭地区全体で 自営消防団を 
（地域消防団） 

組織する 
◎ 

○ 
（消防団・

消防署） 
○ ３ 

 

新規・継続 

 

防災マップの作成 田篭地区内 危険個所や避難経路を

調べて 
マップにまとめて配布

する（周知徹底する） ◎ ○ 
（各班） △ ２ 

 

新規・継続 

 

防犯・防災講習会 田篭地区全体 講習・避難訓練 消防防災係と連携して

実施 ◎ △ 
（消防団）

○ 
（消防防

災係） 
１ 

 
 
 
 
 
 

－
18
－



 

分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

２ 生涯学習活動 

 

（目標） 

住民が生きがい

を持って生き生

きと生活できる

まちづくり 

○あいさつや日常会話など

を通して繋がりの希薄化

を防ぐべきだ 

○生涯を通して学び続ける

ことができる環境づくり

をするべきだ 

○定例常会 ○研修旅行 

（自治協議会） 

○各種サークル活動 

●山ゆり会 

●よしみ会 

○サークル活動などに誰もが参加し

やすい環境づくり 

○若年層・壮年層の参加促進 

●サークル活動内容見直し 

 
 
 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

サークル活動内容見直し コミュニティセンター 誰もが参加しやすいサ

ークル活動やサークル

活動の種類を増やす 
（例：男の料理教室） 

開催する 

◎ ○ ○ ３ 

 

新規・継続 

 

山ゆり会 コミュニティセンター ふれあい食事会 会員で作る 
○ ◎ 

(山ゆり会)  ２ 

 

新規・継続 

 

よしみ会 コミュニティセンター 固形石鹸、ごきぶり団子

づくり 
会員で作る 

○ ◎ 
(よしみ会)  １ 

 
 
 
 
 
 

－
19
－



 
分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

３ 環境及び景観

保全に関する

こと 

 

 

 

（目標） 

自然環境を活か

したまちづくり 

○自家用車以外の交通手段

（公共交通機関）の整備を

するべきだ 

○豊かな自然環境を活かし

た名所づくりを行うべき

だ 

○耕作放棄地の整備や有効

活用した取組を行うべき

だ 

○自然環境を活かした施設

などの整備を行うべきだ 

○狭い道路や荒れた道路の

整備を行うべきだ 

○ゴミ拾いや除草作業など

自然環境を守る取組を行

うべきだ 

○下水道の整備を行い、住環

境を整えるべきだ 

○中山間事業 

○多面的事業 

○分館、センター清

掃 

○分別収集 

○神社の清掃 

○水路保全 

○田植え、ホタル鑑

賞会 

○道路愛護 

 

○ガードレールの清掃 

○公共バスの維持 

○中山間・多面的事業を活用

した耕作放棄地の整備 

○ガードレールの清掃（道路

愛護時） 

●森林改革 

○四季の花木園（景観） 

○県道沿いの植樹 

●クリーン作戦 

●田篭保全活動 

 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

新規・継続 
森林改革 県道沿い 杉の木や道路にかかる

枝を切って 
広葉樹・落葉樹を植樹

する ◎ ○ 
（森林組合）

△ ３ 

新規・継続 
クリーン作戦 田篭地区内 落ちているゴミを 

（空き缶・ガードレール） 
定期的に清掃する 

◎ ○ 
（各班）  ２ 

新規・継続 
田篭保全活動 

 

田篭地区内 県道沿線の景観保全 耕作放棄地の整備 
○ ◎ 

（保全会）
 １ 

 

－
20
－



 
分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

４ 人権教育・啓発

 

（目標） 

やさしさでつな

がるまちづくり 

 

○人権教育・啓発の推進を行

なう 

 ●自治協議会三役・

区長班長研修 

○人権講演会 

○市主催行事への参加要請 

●人権講演会 

●広報による啓発 

 
 
 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

人権講演会 田篭校区内 人権講演会 講師を招いて講演して

もらう ◎ ○ ○ ２ 

 

新規・継続 

 

広報による啓発 田篭校区内 人権への意識向上のた

め 
広報による啓発 

◎  ○ １ 

 

新規・継続 

 

自治協議会三役・区長班

長研修 

自治協議会 人権教育啓発について

の学習 
三役・区長班長で学ぶ

◎  ○ ３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

－
21
－



 
分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

５ 福祉及び健康

増進に関する

こと 

 

（目標） 

地域で健康に暮

らし続けるまち

づくり 

 

○地域で健康に暮らし続け

るため健康増進に向けた

取組を行うべきだ 

○健康で共に生きるまちづ

くり 

○一人暮らし高齢者に対す

る見守りなどの支援を徹底

するべきだ 

○ボランティアの家

○敬老会 

○よりあい会 

○田篭老人クラブ旅

行 

○敬老会 

○福祉大会 

○健康教室 

○食事会 

○健康寿命の引上げ 

○生活習慣病の予防 

○認知症の対策 

●一人暮らし家庭のマップづ

くり 

●一人暮らし高齢者の見守り 

○高齢者共助体制の確立 

 
 
 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

一人暮らし家庭のマップ

づくり 

田篭地区内で 一人暮らし高齢者（見守

り対象者）のマップを 
作成する 

◎ ○ 
（各班） △ １ 

新規・継続 

一人暮らし高齢者の見守

り 

田篭地区内で 一人暮らし高齢者 マップを活用し、見守

り活動を行う 
○ 

◎ 
（民生委

員・福祉委

員） 

△ ２ 

 

新規・継続 

 

 

 

   
    

 
 
 
 
 

－
22
－



 
分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

６ 高齢者の生き

がいに関する

こと 

 

（目標） 

高齢者の生きが

い（出番）づくり

ができるまちづ

くり 

 

○高齢者の生きがい（出番）

づくりをするべきだ 

○ウォーキング 

（散歩、ペットと一

緒） 

○野菜栽培 

（馬場民宿出荷代

行） 

○男性高齢 

（社交場、集まり）

○買い物 

（移動スーパー）

○新川、田篭グラウ

ンド大会 

○姫治地区グラウン

ド大会 

○よりあい会 

○元気塾 

○男性料理教室（愛の会） 

○スポーツ道具を揃える 

○自治協議会で教養講座 

○生きがいサロン 

○敬老会 

○農業の活性化（生きがいづ

くり） 

○農業を教える人材づくり

（生きがいづくり、生涯現役） 

●生きがいサロン 

●野菜栽培の促進（出荷代行） 

●田篭グラウンドゴルフ大会 

 
 
 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

生きがいサロン コミュニティセンター 生きがいサロン（高齢者

が集まり交流できるサ

ロン） 

開催する（住民の交流

と孤立防止） ◎ 
○ 

（老人クラ

ブ） 

○ 
（福祉事

務所） 
３ 

 

新規・継続 

 

野菜栽培の促進（出荷代

行） 

自己所有地・耕作放棄

地 
農業の活性化（生きがい

づくり） 
道の駅に出荷 

○ 
◎ 

（中山間事

業） 
△ １ 

 

新規・継続 

 

田篭グラウンドゴルフ大

会 

田篭グラウンド 用具の購入やグラウン

ド整備 
グラウンドゴルフを通

した住民の交流を図る ◎ ○ 
（体育部）

△ ２ 

 
 
 
 
 

－
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－



 

分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

７ 青少年の健全

育成 

 

（目標） 

未来に希望を持

つ子どもの育つ

まちづくり 

 

○子育てしやすい環境を整

え、子育て世代が住みよい

環境づくり 

○世代間で交流できるよう

な取組み 

○自然を生かした都市の子

どもとの交流 

○やまめ放流（児

童・山村留学生を含

む） 

○ホタル鑑賞会 

○餅つき大会 

○宿泊体験の受け入

れ 

○小学校運動会 

○交流事業（田植

え・稲刈り・自然

体験） 

○山村留学 

●留学センター外回

り清掃 

○結婚対策 

○職場の確保 

○地域産業の振興 

●やまめ放流（児童・山村留

学生を含む） 

 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

やまめ放流 隈ノ上河川 やまめの放流 放流事業 
○ 

◎ 
（産業部・

子供会） 
○ １ 

 

新規・継続 

 

留学センター外回り清掃 留学センター 石垣等の草切り  
 

◎ 
（子供会）

 ２ 

 

新規・継続 

 

 

 

   
    

 
 
 
 
 
 

－
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－



 
分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

８ 男女共同参画

社会の推進 

（目標） 

男女が支え合っ

てつくるまちづ

くり 

 

○男女共同参画社会の推進

を行なう 

 ○女性部会 

○山ゆり会 

○よしみ会 

○女性部連絡員学習会  

○男の料理教室 

○講演等での啓発活活動 

○視察研修 

○女性部研修（井戸端会議） 

 

●男女共同に関する学習会 

 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

男女共同に関する学習会 コミュニティセンター 講演会等を開催 男女共同参画について

学習する ◎ ○ △ １ 

 

新規・継続 

 

    
    

 

新規・継続 

 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－
25
－



 
分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

９ 地域文化継承

及び創出 

（目標） 

伝統や文化を大

切にするまちづ

くり 

 

○地域の伝統や文化を受け

継いでいく取組を行うべ

きだ 

○山神祭り 

○川神祭り 

○区の花見 

○どう様祭り 

●諏訪神社、かゆ占

い、万年願相撲、

秋の例大祭 

○運動会 

●ヤマメ祭り 

○空き家の調査・活用 ●ヤマメ祭り 

 
 
 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

諏訪神社、かゆ占い、万

年願相撲、秋の例大祭 
諏訪神社 かゆ占い、万年願相撲

（姫治小生徒参加） 
 

○ 
◎ 

（神社総

代） 
 １ 

 

新規・継続 

 

ヤマメ祭り 

 
小富士広場 隈ノ上川に放流 

やまめ釣り 
都市・地域・親族の交

流 ◎ ○ ○ 
（PR） ２ 

 

新規・継続 

 

 
 

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

－
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－



 
分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

10 コミュニティ

ビジネス等に

関すること 

（目標） 

豊かな自然環境

を活かしたまち

づくり 

○豊かな自然環境を活かし

た名所づくりを行うべき

だ 

○自然環境を活かした施設

などの整備を行うべきだ 

○地域の特産物開発などに

よる財源確保の工夫をす

るべきだ 

○民宿での都市との

交流 

●郵便事業 

・郵便切手等の販売 

○河川プールの設置 

○米の共同出荷 

○花づくり 

○地域特産物の開発 

●空き家の活用（民宿・定住

化） 

●民宿の運営 

・民宿での都市との交流 

 
 
 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

民宿の運営 空き家利用 民宿の運営・事務（受け

付け） 
自治協議会が事務局を

○ ◎ 
（民宿） 

△ 
（PR） ２ 

 

新規・継続 

 

郵便事業 コミュニティセンター 切手・ハガキ等 販売 
◎   １ 

 

新規・継続 

 

空き家の活用 校区内で 空き家を 民宿施設として活用

（民宿馬場・田辺家） ◎ ○ △ ３ 

 
 
 
 
 
 

－
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－



 

分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

11 ①地域振興、コ

ミュニティづ

くり 

 

 

（目標） 

地域おこしで活

気あるまちづく

り 
 

○地域活動の担い手づくり

のための人材育成を行う

べきだ 

○コミュニティセンターの

活用プランづくりを行う

べきだ 

○地区全体での取組をもっ

と充実させるべきだ 

○一部の人に負担が偏らな

いよう地域活動を行う工

夫をすべきだ 

○世代間で交流できるよう

な取組を行うべきだ 

○まちづくりについて世代

を超えて自由に語れる場

をつくるべきだ 

○年頭献血 

○敬老会 

○元気塾 

○川祭り 

○秋祭り 

○山神祭り 

○グラウンドゴルフ

大会 

○班旅行 

○子供会 

○歳末援助活動 

○高齢者お食事会 

●ヤマメ祭り 

●運動会 

○よりあい会 

○定例分館常会 

○諏訪神社班編成 

○夏祭り 

○コミュニティセンターの活用 

●コミュニティセンターの活

用 

○夏祭り 

 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

運動会 

 

グラウンド 大運動会 親族の交流 
OBの同窓会 ◎ ○ 

（体育部）
 １ 

 

新規・継続 

 

ヤマメ祭り 

 

小富士広場 釣り大会 開催（補助事業） 
◎ ○ 

（産業部）
 ２ 

 

新規・継続 

 

コミュニティセンターの

活用 

コミュニティセンター 健康教室等 継続的・発展的な教室

を開催 ◎ △ ○ ３ 

－
28
－



 

分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

11 ②地域産業育

成 

 

（目標） 

地域の活性化を

めざしたまちづ

くり 
 

○資源を活かした地域産業

づくりを行うべきだ 

○地域活動の担い手づくり

のための人材育成を行う

べきだ 

○地区内での働く場（仕事）

づくりを行うべきだ 

○農業・農地の維持存続のた

め後継者育成の取組を行

うべきだ 

○まちづくりについて世代

を超えて自由に語れる場

をつくるべきだ 

○動物から農作物を守るた

めの取組を行うべきだ 

○四方竹の栽培 

○高齢者農産物集出

荷 

○中山間事業 

○団体補助 

○猪ワイヤーメッシ

ュ、電気柵 

○先進地視察（農業） ○林道の整備 

○小水力発電 

○都市へ転出した人に特産物の情報

提供 

○鳥獣対策 

●農業の活性化（働く場） 

・南天づくり 

・松竹梅販売 

・耕作放棄地を利用した特産

物開発 

・特産物の共同出荷 

・特産物をつくる 

・畑オーナー制度 

●鳥獣対策 

●中山間事業を使っての農産

物出荷 

 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

中山間事業を使っての農

産物出荷 

田・畑 野菜・特産物 耕作・生産・共同出荷

○ ◎ △ １ 

 

新規・継続 

 

鳥獣対策 田・畑 猪対策 中山間事業を使って 
○ ◎ ○ ２ 

 

新規・継続 

 

農業の活性化（働く場） 耕作放棄地 南天や松竹梅など 栽培・出荷する 
○ ◎  ３ 

 

－
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－



 

分野

№ 

分 野 

(目標) 
課 題 

現在取り組んでいる

行政区活動 

現在取り組んでいる

校区内活動 
新しく必要な活動 今後取り組む活動 

11 ③人口減少・定

住促進 

 

（目標） 

田篭の魅力発信、

住みたいまちづ

くりへ 
 

○観光などによる交流人口を増やすた

めにPRを積極的に行うべきだ 

○子育てしやすい環境を整え、子育て世

代が住みよい環境づくりをするべき

だ 

○移住者や転入者を受け入れるための

環境づくりをするべきだ 

○人口増加に向け、独身者に対する出会

いの場づくりを行うべきだ 

○人口減少・定住促進対策を考えるべき

だ 

○農家民宿馬場 

○イビザ 

○せせらぎ 

○田辺家古民家改装

○川祭り 

●田篭大運動会 

○ヤマメの里まつり 

○田篭老人クラブ旅

行 

○宮相撲 

○敬老会 

○福祉大会 

○市営住宅 

○善意銀行 

●宿泊場所（農家民宿

馬場・田辺家） 

○空き家（移住者へ紹介）

○市民農園（貸出） 

○わさび、四方竹農園 

○独身者出会いの場 

○農事組合 

●花木農業の推進 

・四季の花木園 

 

区分 自治協議会活動案 どこで なにを どうする 
だれが いつ 

(順位) 自治協 団 体 行 政 

 

新規・継続 

 

花木農業の推進 田篭の農地 花木農業を 推進する（田篭ブラン

ドを目指す） ◎ ○ 
（各班） △ 3 

 

 

新規・継続 

 

宿泊場所の活性化 ・農家民宿馬場 
・田辺家 

宿泊 
（将来はホームステイ

交流も） 

推進する 
○ 

◎ 
（民宿馬

場、田辺家）

△ ２ 

新規・継続 

運動会の継続 田篭地区で 運動会開催 
（交流人口を増やし、運

動会にも参加してもら

う） 

田篭のファンを増やす

◎ ○ △ １ 
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分野

№ 

分 野 

(目標) 
課題となっている校区活動 新しく必要な活動内容 今後取り組む活動 

12 その他特に必

要があると各

自治協議会が

認めること 

 

（目標） 

○地域活性化会議 
 

自治協議会、区長班長会、中山間事業役員で組織

作り 
年２回の会合を開く 

○空き家・転入者対策 
 

空き家の調査、U ターンの促進 市に報告する 

○山村地域振興事業 トラクター購入予定（山村振興事業・中山間事業）高齢者所有の田畑を耕し、作付の推進 

○耕作放棄地検討 
 

中山間事業及び保全会を利用 県道・市道沿線の景観保全 

○健康教室 生活習慣病の対策 
認知症の対策 

年に１～２回の講習会（市・保健課に依頼） 
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   ②分野別計画まとめ 

№ 分 野(項目) 
現在取り組んでいる 

校区内活動 
継続 検討 新しく必要な活動 今後取り組む活動 28年度 中期 長期 担当部署 

１ 防犯及び防災 

○防犯委員のパトロール ○  ○防犯灯設置 ●消防活動（地域防災） ○   防犯委員 

   ○分館単位の防災対策 ●防災マップの作成 ○   自治協議会 

   ○定期的な防災訓練 ●防犯・防災講習会 ○   自治協議会 

   ○防災マップの作成      

   ○災害時の迂回路      

         

２ 生涯学習活動 

○研修旅行 （自治協議会） ○  
○サークル活動などに誰もが参加

しやすい環境づくり 

●サークル活動内容見直し 
○   各部会 

○各種サークル活動 ○  ○若年層・壮年層の参加促進      

●山ゆり会 ○        

●よしみ会 ○        

３ 
環境及び景観の

保全 

○水路保全 ○  ○ガードレールの清掃 ○中山間・多面的事業を活用した耕作放棄地の整備 ○   保全会 

○田植え、ホタル鑑賞会 ○  ○公共バスの維持 ○ガードレールの清掃（道路愛護時）  ○  各分館 

○道路愛護 ○   ●森林改革   ○ 自治協議会 

    ○四季の花木園（景観）  ○  各区 

    ○県道沿いの植樹  ○  各区 

    ●クリーン作戦 ○   老人クラブ 

    ●田篭保全活動 ○   保全会 

４ 人権教育・啓発 
●自治協議会三役・区長班長研修 ○  ○人権講演会 ●人権講演会 ○   自治協議会 

   ○市主催行事への参加要請 ●広報による啓発  ○  自治協議会 

５ 
福祉及び健康増

進 

○よりあい会 ○  ○健康寿命の引上げ ●一人暮らし家庭のマップづくり ○   自治協議会 

○田篭老人クラブ旅行 ○  ○生活習慣病の予防 ●一人暮らし高齢者の見守り ○   福祉委員 

○敬老会 ○  ○認知症の対策 ○高齢者共助体制の確立  ○  自治協議会 

○福祉大会 ○        

○健康教室 ○        

○食事会 ○        

○一人暮らし家庭のマップづくり ○        

○一人暮らし高齢者の見守り ○        
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６ 
高齢者等の生き

がい 

○新川、田篭グラウンド大会 ○  ○男性料理教室（愛の会） ○敬老会 ○  自治協議会 

○姫治地区グラウンド大会 ○  ○スポーツ道具を揃える ○農業の活性化（生きがいづくり） ○   保全会 

○よりあい会 ○  ○自治協議会で教養講座 
○農業を教える人材づくり（生きがいづくり、生涯

現役） 
○   産業部 

○元気塾 ○  ○生きがいサロン ●生きがいサロン  ○  福祉部 

    ●野菜栽培の促進（出荷代行） ○   中山間事業 

    ●田篭グラウンドゴルフ大会  ○  体育部 

 

７ 

青少年の健全育

成 

○ホタル鑑賞会 ○  ○結婚対策 ●やまめ放流（児童・山村留学生を含む） ○   自治協議会 

○餅つき大会 ○  ○職場の確保      

○宿泊体験の受け入れ ○  ○地域産業の振興      

○小学校運動会 ○        

○交流事業（田植え・稲刈り ・自然体験） ○        

○山村留学 ○        

●留学センター外回り清掃 ○        

８ 
男女共同参画社

会の推進 

○女性部会 ○  ○女性部連絡員学習会  ●男女共同に関する学習会  ○  自治協議会 

○山ゆり会 ○  ○男の料理教室      

○よしみ会 ○  ○講演等での啓発活活動      

   ○視察研修      

   ○女性武研修（井戸端会議）      

９ 
地域文化の継承

及び創出 

●諏訪神社、かゆ占い、万年願相撲、 

秋の例大祭 
○  ○空き家の調査・活用 ●ヤマメ祭り ○  

 
自治協議会 

○運動会 ○        

○ヤマメ祭り ○        

10 

コミュニティビ

ジネス等地域経

営 

●郵便事業 

・郵便切手等の販売 
○  ○河川プールの設置 

●民宿の運営 

・民宿での都市との交流 
○   馬場民宿 

   ○米の共同出荷 ●空き家の活用（民宿・定住化） ○   自治協議会 

   ○花づくり      

   ○地域特産物の開発      
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11 

地域

課題

の解

決、地

域振

興及

び住

民交

流 
 

①地域振

興、コミュ

ニティづ

くり 

○歳末援助活動 ○  ○諏訪神社班編成 ●コミュニティセンターの活用 ○   自治協議会 

○高齢者お食事会 ○  ○夏祭り ○夏祭り  ○  青年部 

●ヤマメ祭り ○  ○コミュニティセンターの活用      

●運動会 ○        

○よりあい会 ○        

○定例分館常会 ○        

②地域産

業育成 

○先進地視察（農業） 

○  

○林道の整備 ●農業の活性化（働く場） 

・南天づくり 

・松竹梅販売 

・耕作放棄地を利用した特産物開発 

・特産物の共同出荷 

・特産物をつくる 

・畑オーナー制度 

 ○  
産業部・保全

会 

   ○小水力発電 ●鳥獣対策 ○   中山間事業 

   
○都市へ転出した人に特産物の情

報提供 

●中山間事業を使っての農産物出荷 
○   中山間事業 

   ○鳥獣対策      

③人口減

少・定住促

進 

●田篭大運動会 ○  ○空き家（移住者へ紹介） ○農事組合 ○   各区 

○ヤマメの里まつり ○  ○市民農園（貸出） 
●花木農業の推進 

・四季の花木園 
 ○  各区 

○田篭老人クラブ旅行 ○  ○わさび、四方竹農園      

○宮相撲  ○ ○独身者出会いの場      

○敬老会 ○        

○福祉大会 ○        

○市営住宅 ○        

○善意銀行 ○        

●宿泊場所（農家民宿馬場・田辺家） ○        

12 

その他特に必要

があると認める

もの 

○地域活性化会議 自治協議会、区長班長、中山間事業

役員で組織作り 
年２回の会合を開く     

○空き家・転入者対策 空き家の調査、Uターンの促進 市に報告する     

○山村地域振興事業 トラクター購入予定（山村振興事

業・中山間事業） 
高齢者所有の田畑を耕し、作付の推進     

○耕作放棄地検討 中山間事業及び保全会を利用 県道・市道の景観保全     

○健康教室 
生活習慣病の対策 

認知症の対策 
年に１～２回の講習会（市・保健課に依頼）     
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田篭地区自治協議会 ２８年度より「地域計画」で取り組む活動一覧 
中期(2～5年) 長期(6～10年) 

 

部・委員会等 № 分 野(項目)等 今後取り組む活動 28年度 中期 長期

自治協議会 

１ 防犯及び防災 
●防災マップの作成 ○   

●防犯・防災講習会 ○   

３ 環境及び景観の保全 ●森林改革   ○ 

４ 人権教育・啓発 
●人権講演会 ○   

●広報による啓発  ○  

５ 福祉及び健康増進 
●一人暮らし家庭のマップづくり ○   

○高齢者共助体制の確立  ○  

６ 高齢者等の生きがい 
○敬老会 ○   

●生きがいサロン  ○  

７ 青少年の健全育成 ●やまめ放流（児童・山村留学生を含む） ○   

８ 男女共同参画社会の推進 ●男女共同に関する学習会  ○  

９ 地域文化の継承及び創出 ●ヤマメまつり ○   

10 ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ等地域経営 ●空き家の活用（民宿・定住化） ○   

11 
地域課題の解決、地 

域振興及び住民交流 
①地域振興、コミュニティづくり ●コミュニティセンターの活用 ○   

 
その他特に必要があると

認めるもの 

○地域活性化会議・・・自治協議会、区長班長、中山間事業役員で組織作り ○   

○空き家・転入者対策・・・空き家の調査、Uターンの促進 ○   

○健康教室・・・生活習慣病の対策、認知症の対策 ○   

福 祉 部 ５ 福祉及び健康増進 ●一人暮らし高齢者の見守り ○   

ふれあいセン

ター運営委員 
 

あいの会     

よりあい会 山ゆり会（ふれあい食事会）よしみ会（固形石鹸・ごきぶり団子）    

体 育 部 ６ 高齢者等の生きがい ●田篭グラウンドゴルフ大会  ○  

産 業 部 

６ 高齢者等の生きがい ○農業を教える人材づくり（生きがいづくり、生涯現役） ○   

11 
地域課題の解決、地 

域振興及び住民交流 
②地域産業育成 ●農業の活性化（働く場） ○   

子 供 会       

竹とんぼ会       

老人クラブ ３ 環境及び景観の保全 ●クリーン作戦 ○   

女 性 部       

青 年 部 11 
地域課題の解決、地 

域振興及び住民交流 
①地域振興、コミュニティづくり ○夏祭り  ○  

各 部 会 ２ 生涯学習活動 ●サークル活動内容見直し ○   

保 全 会 
３ 環境及び景観の保全 

●田篭保全活動 ○   

○中山間・多面的事業を活用した耕作放棄地の整備 ○   

６ 高齢者等の生きがい ○農業の活性化（生きがいづくり） ○   

各 分 館 ３ 環境及び景観の保全 ○ガードレールの清掃（道路愛護時）  ○  

中 山 間 

６ 高齢者等の生きがい ●野菜栽培の促進（出荷代行） ○   

11 
地域課題の解決、地 

域振興及び住民交流 
②地域産業育成 

●鳥獣対策 ○   

●中山間事業を使っての農産物出荷 ○   

 
その他特に必要があると

認めるもの 

○山村地域振興事業・・・トラクター購入予定（山村振興事業・中山間事業） ○   

○耕作放棄地検討・・・中山間事業及び保全会を利用 ○   

各 区 

３ 環境及び景観の保全 
○四季の花木園（景観）  ○  

○県道沿いの植樹  ○  

11 
地域課題の解決、地 

域振興及び住民交流 
③人口減少・定住促進 

○農事組合 ○   

●花木農業の推進 ・四季の花木園  ○  

スポーツ推委       

交通指導委員       

少年補導委員       

防 犯 委 員 １ 防犯及び防災 ●消防活動（地域防災） ○   

民 宿 馬 場 10 ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ等地域経営 ●民宿の運営  ・民宿での都市との交流 ○   
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うきは市『地域計画』 

 

 

 
うきは市地区自治協議会 

うきは市役所市民協働推進課 
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